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２ 委員からのご指摘に基づく修正事項 【新旧対照表】                                              別紙１ 

修正箇所 

（頁） 
委員からのご指摘に基づく修正案 《令和３年度》地域防災計画修正案 備考 

１

章

３

節

１

項 

P9 

 

第１章 

第３節 

第３項 

２ 土砂災害 

（略） 

●土石流に起因する土砂災害警戒区域等494箇所（うち土砂災害

特別警戒区域387箇所） 

  ●急傾斜地の崩壊に起因する土砂災害警戒区域等339箇所（うち

土砂災害特別警戒区域336箇所） 

●地すべりに起因する地すべり危険箇所 19箇所、地すべり防止

区域11箇所 （略） 

 

第１章 

第３節 

第３項 

２ 土砂災害 

（略） 

●土石流に起因する土砂災害警戒区域等494箇所（うち土砂災害特

別警戒区域388箇所） 

  ●急傾斜地の崩壊に起因する土砂災害警戒区域等339箇所（うち土

砂災害特別警戒区域336箇所） 

●地すべりに起因する地すべり危険箇所 19箇所、地すべり防止区

域11箇所 （略） 

 

 

 

 

 

 

最新 

調査 

結果 

に 

修正 

５

節

１

項 

P13 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 

第１項 市民  

平常時 

○「最低３日間、推奨 1週間」分の食料、飲料水、携帯トイ

レ・簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品等の備蓄、

非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準

備。各個人にとって重要なもの（常備薬、コンタクトレン

ズ、インシュリン、医療器具など）をまとめておく。 

○自動車へのこまめな満タン給油 

（略） 
 

第５節 

第１項 市民  

平常時 

○「最低３日間、推奨 1週間」分の食料、飲料水、携帯トイ

レ・簡易トイレ、トイレットペーパー     等の備蓄、

非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準

備。各個人にとって重要なもの（常備薬、コンタクトレン

ズ、インシュリン、医療器具など）をまとめておく。 

○自動車へのこまめな満タン給油 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３

章

３

節 

１

項 

P64

～

P65 

第３章 災害応急対策 

第３節 交通計画 

第１項 道路交通対策 

 １～５ 略 

６ 交通マネジメント 

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所は、応急復旧時に、復

旧活動、経済活動及びに日常生活への交通混乱の影響を最小限に留

めることを目的に、渋滞緩和や交通量抑制などの交通システムマネ

第３章 災害応急対策 

第３節 交通計画 

第１項 道路交通対策 

 １～５ 略 

（新規） 
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ジメント*1及び交通需要マネジメント*2施策の包括的な検討・調整等

を行うため、「岐阜県災害時交通マネジメント検討会（以下、「検討

会」という。）を組織します。 

市は、必要により県に対し、検討会の開催を要請します。 

*1 交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇所にお

いて、実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施することにより、円滑

な交通を維持する取組 

*2 交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機関への

利用転換など、交通行動の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の

平準化などの交通需要の調整を行うことにより、道路交通の混雑を緩

和していく取組 

 

３

章 

８

節 

２

項 

P104 

～ 

P105 

 

第８節 

第２項 電力施設の応急対策 

 １ 災害時における電気の保全 

中部電力パワーグリッド株式会社(以下「中部電力パワーグリッ

ド㈱」という。) は、災害によって電気施設に被害が発生した場合

等には、被害状況の早期把握に努めるとともに、応急対策を実施し

て市地域の電気の保安を図ります。加えて、危険な場所には標旗、

標灯を掲げる等、人的危害の防止にあたります。また、市内の電力

施設等に被害が発生した場合、中部電力パワーグリッド㈱は、被害

状況等を消防総務班に報告します(市本部が開設されたとき)。 

第８節 

第２項 電力施設の応急対策 

１ 災害時における電気の保全 

中部電力パワーグリッド株式会社(以下「中部電力パワーグリッ 

ド㈱」という。) は、災害によって電気施設に被害が発生した場合 

等には、被害状況の早期把握に努めるとともに、応急対策を実施し 

て市地域の電気の保安を図ります。加えて、危険な場所には標旗、 

標灯を掲げる等、人的危害の防止にあたります。また、市内の電力 

施設等に被害が発生した場合、中部電力       ㈱は、被害 

状況等を消防総務班に報告します(市本部が開設されたとき)。 
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S
2
-
02

-
03
-
01 

S13

～

S32-

1 

 

S2-02-03-01 土砂災害警戒区域一覧   令和３年９月２９日時点 

番号 自 然 現

象 

の種類 

地区の 

名称 

所在地 イエロゾ

ーン 

レッドゾ

ーン 

区域の有

無 

区域の有

無 

116 土石流 東ヶ洞 稲津町 ○ 〇 

117 土石流 坊主ヶ入沢 稲津町 ○    

118 土石流 水洗 4 稲津町 ○ ○ 

 

  

S2-02-03-01 土砂災害警戒区域一覧                

番号 自然現象 

の種類 

地区の 

名称 

所在地 イエロゾ

ーン 

レッドゾ

ーン 

区域の有

無 

区域の有

無 

116 土石流 東ヶ洞 稲津町 ○ 〇 

117 土石流 坊主ヶ入沢 稲津町 ○ 〇 

118 土石流 水洗 4 稲津町 ○ ○ 
 

 

最新 
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結果 

に 
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S
3
-
02
-
01
-
08
  

 S60

～ 

S62-

3 

 

S3-02-01-08 災害時応援協定等一覧 

（２）民間企業・団体 

 協定名 協定先 締結内容 締結年月日 

５０ 災害時にお

ける応援協

力に関する

協定 

多治見地区電

気工事業協同

組合瑞浪部会 

市有施設等

の電気設備

の被災状況

に関する調

査及び応急

対応につい

て 

令和２年７

月６日 

５１ 非常災害発

生時におけ

る土地等の

使用に関す

る覚書 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社多治見

営業所 

非常災害の

復旧のため

の基地とし

ての使用に

ついて 

令和２年７

月１０日 

５２ 瑞浪市災害

ボランティ

アセンター

の設置等に

関する協定 

社会福祉法人

瑞浪市社会福

祉協議会 

災害ボラン

ティアセン

ターの設置

及び運営に

ついて 

令和２年１

１月１６日 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

S3-02-01-08 災害時応援協定等一覧 

（２）民間企業・団体 

 協定名 協定先 締結内容 締結年月日 

５０ 災害時にお

ける応援協

力に関する

協定 

多治見地区電

気工事業協同

組合瑞浪部会 

市有施設等

の電気設備

の被災状況

に関する調

査及び応急

対応につい

て 

令和２年７

月６日 

５１ 非常災害発

生時におけ

る土地等の

使用に関す

る覚書 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社多治見

営業所 

非常災害の

復旧のため

の基地とし

ての使用に

ついて 

令和２年７

月７日 

５２ 瑞浪市災害

ボランティ

アセンター

の設置等に

関する協定 

社会福祉法人

瑞浪市社会福

祉協議会 

災害ボラン

ティアセン

ターの設置

及び運営に

ついて 

令和２年１

１月１６日 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
3
-
04
-
03
-
02 

S-97 

 

S3-04-03-02 利用可能な通信施設及び方法 

（１）有線通信施設 

 ア～ウ （略） 

 エ 中部電力電話（中部電力パワーグリッド株式会社多治見営業所） 

    

 

 

S3-04-03-02 利用可能な通信施設及び方法 

（１）有線通信施設 

 ア～ウ （略） 

 エ 中部電力電話（中部電力パワーグリッド株式会社多治見営業所） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

組織 

改編 

に 

伴う 

修正 

 

市本部 中部電力パワー

グリッド（株）  

多治見営業所 

中部電力パワー

グリッド（株）  

岐阜支店 

市本部 中部電力パワー

グリッド（株）  

多治見営業所 

中部電力パワー

グリッド（株）  

岐阜支社 


